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第１０回 議会運営委員会記録 

 

１ 日  時  令和３年９月８日（水） 午前１０時００分 開会 

２ 場  所  議会委員会室 

３ 出席委員  ７名 

委 員 長  霜 鳥 榮 之   委 員  村 越 洋 一 

副 委 員 長  関 根 正 明   〃  天 野 京 子 

委 員  岩 﨑 芳 昭   〃  渡 部 道 宏 

〃  阿 部 幸 夫      

４ 欠席委員  １名  

委 員  髙 田 保 則      

５ 欠  員  ０名 

６ 職務出席者 ２名 

議 長  佐 藤 栄 一   副 議 長  宮 澤 一 照 

７ 説 明 員   ０名 

８ 事務局員   ３名 

局 長  築 田 和 志   主      査  道 下 啓 子 

庶 務 係 長  霜 鳥 一 貴      

９ 件  名 

1)追加議案の審議方法について 

2)その他 

                                                      

〇委員長（霜鳥榮之） はい、皆さんおはようございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。佐藤議長。 

〇議長（佐藤栄一） はい。おはようございます。執行部より追加議案が出ることとなりました。つきましてはその取

扱いについてご協議いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

                                                      

1) 追加議案の審議方法について 

〇委員長（霜鳥榮之） それでは、（１）追加議案の審議方法について、概要と経緯について説明を願います。局長。 

〇局長（築田和志） 皆さんおはようございます。それではお手元のレジメに沿いまして説明させていただきます。ま

ずレジメの裏面ご覧ください。今回の追加議案につきましては、指定管理者関係が１件と、令和３年度予算関係が

２件ということで合計３件となります。内容は裏面に記載のとおり、付議案件追加というところです。まず１件目

の議案第 65号ですが、指定管理者の指定について妙高高原ビジターセンターは、８月 30日の執行部側の全員協議

会でも報告がありましたけれども、令和４年４月からの供用開始に伴い、指定管理者による管理とするため、８月

18日の選定委員会において、申請者が新たに設立する運営会社を候補者とし、その設立登記が９月３日に確認でき

たことから、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものでございます。２件目です。議案第 66号令和３年

度新潟県妙高市一般会計補正予算（第７号）は、８月 30日に新潟県独自の特別警報が全県に発令されたことに伴い、
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県が全県の酒類を提供する飲食店に対して、９月３日から９月 16日までの間、営業時間の短縮を求める要請を行い、

これに応じた市内の飲食店等に対して市が９月 17 日以降に支給する営業時間短縮要請協力金に係る費用等を補正

したいもので、既に時短要請が始まっていることから委員会付託せず、即決による議会の議決を求めているもので

ございます。３件目です。議案 67号令和３年度新潟県妙高市一般会計補正予算（第８号）は、令和４年１月から、

市内で新たに診療所を開設する者がおり、その開設に必要な費用が、９月３日に市に示されました。本補助金は、

補助対象の事案が発生した都度、予算化することとしているため、その一部費用を支援するため、補助金を補正し

たいことから、議会の議決を求めるものです。以上、３件について、それぞれ議会の議決を求めるものでございま

す。以上です。 

〇委員長（霜鳥榮之） はい。ただいま事務局から説明がありました。その経緯等についてはよろしいでしょうか。 

〔「よし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（霜鳥榮之） はい、それではそのようにお願いします。 

〇委員長（霜鳥榮之） （2)追加議案の審議日程及び審議方法について、事務局説明願います。局長。 

〇局長（築田和志） それではレジメ表に戻っていただきまして、説明させていただきます。白い四角い枠で囲ってあ

りますように、議会運営マニュアルでは提出案件の議案審議は、原則として所管委員会に関係議案を審査付託する

のが例であるとしています。また、定例会において委員会付託を省略し、直ちに採決すべきまあ即決ですね、議案

の区分については、議会運営委員会において決定することが例である、としています。今回は追加議案が３件あり、

スケジュールとしては委員会付託が間に合う状況でありますが、即決を希望している議案もあることから、審議方

法をご協議いただきたいと思っております。黒い四角の、審議日程及び審議方法（案）をご覧ください。追加議案

３件は、明日の９月９日に開催予定の決算総括質疑終了後に、１件ずつ上程して、質疑を行うというような流れで

予定をしております。日程第３として議案第 65号は、提案、質疑その後、マニュアルでいけば産業経済委員会へ付

託するというような流れでございます。なお、この場合では市長提案後の質疑は、所管委員会の委員を除く議員の

み３回までが質疑が可能となります。 

   次の日程第４として、議案第 66号は委員会付託はせず即決とし、質疑回数及び所管制限はなしにより審議してい

ただきたいと考えております。質疑、討論後に、起立採決となります。 

   次の日程第５議案第 67号につきましては、提案し、質疑、その後厚生文教委員会へ付託したいという考えの流れ

でございます。なお、この場合は市長提案後の質疑は、所管委員会の委員を除く議員のみ３回まで質疑可能となり

ます。以上です。 

〇委員長（霜鳥榮之） はい、ただ今説明がありました。いろいろな方法があると思いますが、議案第 66号については

既に時短要請期間が始まっているということもあります。そのようなことで今の説明に基づいていかがでしょうか。   

よろしいですか。 

〔「よし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（霜鳥榮之） はい、それではそのようにお願いいたします。それでは、日程第３議案第 65号から日程第５議

案第 67号までの議案の審議方法につきましては、資料のとおりとすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（霜鳥榮之） はい、異議なしと認め追加議案３件についてはこのように取り扱います。なお、ただいま決ま

りました議会運営委員会の結果につきましては、明日の決算総括質疑の開会前９時から、総括は９時半からですか

ら、９時から全員協議会を開催して、報告したいと思います。異議ございませんか。はい、そのように取り図らせ

ていただきます。 
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 2)その他 

〇委員長（霜鳥榮之） それでは（２）その他でございますが、私のほうから、１点お願いいたします。去る８月 20日

の議会運営委員会において、佐藤栄一議長より議会運営委員会に対して、議会改革を引き続き進めるよう、要請が

ありました。一つ目としては、これまで改革してきた内容の積み残しについて。二つ目としては、新たな課題の検

討についてであります。これらの内容を検討するに当たり、まずはスケジュール等の基本的事項を確認する必要が

あると考えております。つきましては、第１回目の議会改革会議をいつごろ開催するかなど、この場でご意見を頂

戴したいと思いますが、いかがでしょうか。暫時休憩します。 

休憩 午前１０時０９分 

再開 午前１０時１２分 

〇委員長（霜鳥榮之） それでは休憩を解いて会議を続けます。それでは議会改革の件につきましては、９月議会が終

わって、改めてっていうことで 10月第２週あたりで日程調整したいと思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（霜鳥榮之） はい、異議なしと認め、そのように進めたいと思います。委員の皆様、またひとつよろしくお

願いいたします。それではそのほか何かございませんでしょうか。はい、阿部委員。 

〇阿部委員（阿部幸夫） いまこの議会運営委員会の日程含めて話あったんですが、例えばどのような形で進めようと

しているのか、前回の進め方もありますし、少し考えておられる案があれば聞かせてもらいたいと思います。 

〇委員長（霜鳥榮之） 特段これっていうほどないです。ただ、今質問がありましたように、前回の積み残しと、新た

な課題がどうなのかっていうその段取りをどうするか。以前は小委員会を設定しながら進めてきたんですが、とり

あえずは１回、２回くらいですかね、皆さんと、この残っている部分については提起をしながら、どういう形で進

めたらいいかっていうことも含めて、皆さんと相談させて頂きたいという考えでおります。その後に、具体的な組

み立てをしていければという考えでおります。私のほうはそんなところでございますけれども。よろしいですか。 

〇阿部委員（阿部幸夫） はい、いいです。 

〇委員長（霜鳥榮之） はい。ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                                      

〇委員長（霜鳥榮之） それではその他ないということでございますので、以上で議会運営委員会を閉会としたいと思

います。大変ご苦労様でございました。 

閉会 午前１０時１４分 

 

 

 

 

議 会 運 営 委 員 会 委 員 長 


